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 平成３０年度の予算は、新庁舎の完成等、これまで行ってきた大

規模建設事業のピークを迎える年であると同時に、「財政運営の転

換期」と位置付け、中長期的な視点から、自立した財政構造の推進

による持続可能な財政基盤の確立を目指し、その上で多様化する市

民ニーズに適切に対処できるよう、限られた財源の重点的かつ効果

的配分に努め、編成を行いました。 

 「大田原市の家計簿」は、この平成３０年度の予算をもとに、皆さん

に納めていただく税金や国・県からの支出金が、どのように使われる

のか、どのような仕事にどのくらいお金が必要なのか、また、市の借入

金（市債）や預金（基金）はどのくらいあるのかなど、大田原市の財政

状況をお知らせするものです。 



１　平成３０年度の市の予算

（１）一般会計

（２）特別会計

国民健康保険事業費

下水道事業

農業集落排水事業

介護保険

子育て支援券

後期高齢者医療

須賀川財産区

※ 特定の収入で特定の事業をまかなっています。

（３）水道事業会計

※ 企業会計で経理されている会計です。

３３４億８,０００万円

１７４億１,７２８万円

７６億２,０００万円

１９億８,４００万円

２４億８００万円

※ 皆さんからの税金を主な収入として市の大部分の仕事をまかなっています。

１億８,９４０万円

６７億８,１００万円

８８万円

１億５,０８０万円

６億９,１２０万円

291.3  
280.8  

294.0  
300.7  

297.4  

307.3  

329.3  

346.0  350.0  
334.8  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

単位：億円 

年度 

当初予算規模の推移 

国保特会 下水特会 老保特会 
農集特会 介護特会 簡水特会 
子育て支援券特会 後期高齢者医療特会 須賀川財産区特会 
一般会計 

一般会計 

国保 

下水 

介護 
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２　平成３０年度の一般会計予算

  【歳入】

市　　　税 １０３億６,９９８万円

地方交付税 ６９億８,０００万円

市　　　債 ４５億６,５９０万円

　（うち合併特例債） （１５億６,９１０万円）

国庫支出金 ３８億８,３７３万円

県支出金 ２３億２,６５１万円

地方消費税交付金 １４億５,０００万円

繰入金 １１億２,３５０万円

使用料及び手数料 ４億１９１万円

分担金及び負担金 ３億６,６２４万円

その他 ２０億１,２２３万円

※多い順に並べ替えること↓

市税
地方交付税
市債
国庫支出金
県支出金
地方消費税交付金
繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
その他

計

その他
370,000
10,000
30,000
20,000
80,000
80,000
35,000

繰越金や財産収入、ふるさと納税寄附金などのお金です。

市営住宅などの使用料や住民票の交付手数料などです。

特定の事業に対し県から支出されるお金です。

他市町村からの負担金や、保育園児の保護者に負担してい
ただくお金です。

皆さんに納めていただく市民税（個人及び法人分）や固定
資産税、都市計画税などの税金です。

全国の市町村がひとしく事務ができるように、国税（所得
税、法人税、酒税、消費税、地方法人税）の一定割合
が、市町村の財政状況に応じ交付されます。

道路の整備や学校の建設、社会福祉などの特定の事業
に対して、国から支出されるお金です。

消費税８％の内１．７％が県の収入になり、その2分の１が市
町村に交付されます。

基金（預金）から一般会計に繰り入れるお金です。

多額の資金を必要とする事業に対して、国や金融機関から
借り入れるお金です。

合併市町村が利用できる有利な借入金です。

市税 

31.0% 

地方交付税 

20.9% 

市債 

13.6% 

国庫支出金 

11.6% 

県支出金 

7.0% 

地方消費税交付金 

4.3% 

繰入金 

3.4% 

使用料及び手数料 

1.2% 

分担金及び負担金 

1.1% 

その他 

5.9% 

３０年度一般会計歳入予算 ３３４億８,０００万円 

 一般会計には、市民の皆さんの日常生活に深く関わっている福祉、衛生、道路、

教育などの仕事を行うための経費が計上されています。 

 平成３０年度の予算は、３３４億８,０００万円で、その内訳は以下のとおりです。 
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  【歳出】

議会費

総務費
教育費
公債費
土木費
衛生費
農林水産業費
消防費
商工費
議会費
その他

その他内訳
労働費
災害復旧費
予備費

その他 ５,４４６万円

民生費

公債費

土木費

総務費

教育費

衛生費

商工費

消防費

３８億４,９３８万円

１８億７,０８８万円

１０億１,３２０万円

１２億１,２５０万円

農林水産業費 １６億５８３万円

９８億３,４８８万円

３７億３,３１２万円

３６億２,１８４万円

６３億９,６９９万円

労働費や災害復旧費などの経費です。

市役所の全般的な仕事や選挙事務などの経費です。市庁舎復
興再整備に係る経費も含まれています。

小・中学校の教育を充実させたり、文化・芸術、スポーツを盛ん
にしたりするための経費です。

高齢者や乳幼児、障害者などを援護する福祉向上のための経
費です。

学校や道路、市営住宅などを建設するために借りたお金を返済
するための経費です。

商業や工業、観光などを盛んにするための経費です。

道路や橋、河川、公園などの整備や維持管理を行うための経費
です。

皆さんの健康を守ったり、ごみやし尿を処理するための経費で
す。

皆さんの生命や身体、財産を火災などの災害から守るための経
費です。

農業や畜産業、林業などを盛んにするための経費です。

２億８,６９２万円 議会の活動に要する経費です。

民生費 

29.4% 

総務費 

19.1% 教育費 

11.5% 

公債費 

11.1% 

土木費 

10.8% 

衛生費 

5.6% 

農林水産業費 

4.8% 

消防費 

3.6% 

商工費 

3.0% 

議会費 

0.9% 
その他 

0.2% 

３０年度一般会計歳出予算 ３３４億８，０００万円 
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３　市民１人当たりの予算

【歳入】
市税 １０３億６,９９８万円 （１人当たり　　１４万４,９０９円）

市税以外のお金 ２３１億１,００２万円 （１人当たり　　３２万２,９３７円）

【歳出】
民生費 １３万７,４３２円

総務費 ８万９,３９１円

教育費 ５万３,７９１円

公債費 ５万２,１６６円

土木費 ５万６１１円

衛生費 ２万６,１４４円

農林水産業費 ２万２,４４０円

消防費 １万６,９４３円

商工費 １万４,１５８円

その他 ４,７７０円
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単位：万円 

年度 

市民１人当たりの予算の推移 

民生費 

総務費 

教育費 

公債費 

土木費 

その他 

住基人口 

 一般会計の予算の総額３３４億８,０００万円を、平成３０年４月１日現在における住

民基本台帳人口７１,５６２人で除して、市民１人当たりの予算に換算すると４６万７,８

４６円になります。その使いみちの内訳は以下のとおりです。  

１人当たりに使われるお金 
 

４６万７,８４６円 

（参考） 

 １人当たりの個人住民税   ４万７,５６９円 

 １世帯当たりの市税     ３６万７,４５６円 
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４　平成３０年度予算にみる１人当たりの経費

（１）高齢者１人当たりの経費

老人福祉費 ９億８,０５１万円 ６５歳以上の人口 １９,８２５人
（平成３０年４月１日現在）

※ 介護保険に係る経費は含まれていません。

１３５万７,２４７円

保育関係経費 ２０億５,０８０万円 園児数 １,５１１人
（私立保育所運営費を含む） （平成３０年４月１日現在）

（３）健康診査に係る国民健康保険被保険者（４０～７４歳）１人当たりの経費 １万１,５３９円

健康診査費 １億６,５４４万円 　　　 ４０歳から７４歳までの国民健康保険被保険者数
１４,３３７人

（平成３０年４月１日現在）

４万９,４５８円

（２）保育園児１人当たりの経費

県支出金 

12,873 

雑入等 

11,554 

市税等 

73,624 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

単位：万円 

財源の内訳 

保育料等 

19,409 

国県支出金 

67,942 
雑入等 

763 

市税等 

116,966 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

単位：万円 

財源の内訳 

市民１人当たりの負担  １０,２８８円 

市民１人当たりの負担 16,345円 

園児１人当たりの保護者負担 

128,451円 

 一般会計の予算のうちで、高齢者、保育園児、健康診査、ごみ処理及び小中学校児

童生徒に要する１人当たりの経費については、以下のとおりです。  

国県支出金等 

230 

市税等 

16,314 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

単位：万円 

財源の内訳 

市民１人当たりの負担 ２,２８０円 
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（４）ごみ処理に要する１人当たりの経費

ごみ処理費 ８億６,６７４万円 　　　 人口 ７１,５６２人
（平成３０年４月１日現在）

（５）小学生１人当たりの経費

小学校費 １２億８８７万円 小学校児童数 ３,６２２人
（平成３０年４月現在）

（６）中学生１人当たりの経費

中学校費 ７億２,８６２万円 中学校生徒数 １,９４５人
（平成３０年４月現在）

３７万４,６１２円

１万２,１１２円

３３万３,７５８円

県支出金 

262 

雑入等 

4,858 
市税等 

81,554 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

単位：万円 

財源の内訳 

市民１人当たりの負担 11,396円 

国県支出金等 

1,118 
市債 

2,550 

市税等 

117,219 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

単位：万円 

財源の内訳 

国県支出金等 

434 

市債 

1,010 
市税等 

71,418 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

単位：万円 

財源の内訳 

市民１人当たりの負担 １6,380円 

市民１人当たりの負担 9,980円 
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５　主な事業の予算

（１）道路 道路関係予算額 ２０億４,５５１万円
（内訳） 道路維持 　４億１,０９９万円

新設改良 １４億６,０５５万円
街路 ３,８７６万円
大田原西地区都市再生整備事業(道路関係事業費のみ) １億３,５２１万円

（２）消防 消防費予算額 １２億１,２５０万円

（３）下水道 下水道事業特別会計予算額 １９億８,４００万円

国県支出金 

69,788  

市債 

86,690  

雑入等 

301  

市税等 

 47,772  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

単位：万円 

財源の内訳 

負担金 

3,058  

使用料及び手数料等 

64,967  

国庫支出金 

13,291  
市債 

33,270  

市税等 

83,814  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

単位：万円 

財源の内訳 

市民１人当たりの負担 11,712円 

 大田原市の予算のうちで、道路、消防、下水道に係る予算及びその内訳につい

ては、以下のとおりです。 

市民１人当たりの負担 6,676円 

県支出金等 

728  

市債 

2,560  

市税等 

117,962  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

単位：万円 

財源の内訳 

市民１人当たりの負担 16,484円 
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６　基金の状況

財政調整基金 １３億１,３３９万円

減債基金 １,１９１万円

現金 １億８,３３１万円

土地 ７２,００４㎡

奨学基金 １億１,９０３万円

あすなろ基金 ９,８２７万円

大学誘致基金 １,３１０万円

スクラム基金 ２億９,１０７万円

スポーツ文化振興基金 ５,４７９万円

子育て支援基金 ２,５１７万円

中山間地域農村環境保全基金 １,４９６万円

現金 ４億１６３万円

有価証券 ５億９,９７７万円

国民健康保険財政調整基金 １１億８,７７７万円

現金 ７９９万円

貸付金 ２０１万円

介護保険財政調整基金 ３億２,５９３万円

高額介護サービス費貸付基金 １００万円

現金 ２１３万円

収入印紙等 １８７万円

公共施設整備等基金 ８億８,２０５万円

学校教育施設整備基金 ９９万円

みどりと景観保全基金 ３０６万円

結婚支援事業基金 ４１２万円

須賀川財産区財政調整基金 １,５６８万円

※出納整理期間中（H30.4/1～5/31）に積み立てる予定のものを含んでいます。

高額療養費資金貸付基
金

収入印紙等購入基
金

合併振興基金

土地開発基金

年度間のお金の調整を行い、健全な財政運営を
行うための基金

市で借りたお金の返済を計画的に行うための基
金

大学などの高等教育機関の誘致を進めるための
基金

皆さんのスポーツや芸術・文化を振興するための
基金

高校生や大学生に対して奨学金の貸し付けをす
るための基金

小学生や中学生の表彰と青少年の国内外の交
流に関する事業を円滑に行うための基金

高齢者などの生活を援助するための基金

施設などを建設するための土地をあらかじめ購
入することで、その事業を進めやすくするための
基金

財産区の健全な財政運営を行うための基金

明日を担う子どもを、安心して生み、健やかに育
てるための基金

国民健康保険事業を適正に行うための基金

中山間地域の農村環境を形成する土地改良施
設等の保全事業を実施するための基金

一時期に多くの医療費を必要とする人に対して
貸し付けをするための基金

合併後の市民の連帯の強化と地域の振興に必
要な経費の財源に充てるための基金

地域活性化や定住促進などの観点から、独身男
女の結婚を支援するための基金

介護保険事業を健全に維持するための基金

多くの介護保険サービス費を必要とする人に対し
て貸付をするための基金

公共施設の整備等に必要な経費の財源に充て
るための基金

収入印紙等を購入するための基金

豊かな自然環境や魅力的な景観を保全するた
めの基金

学校教育施設の整備等に必要な経費の財源に
充てるための基金

 基金とは、特定目的のために準備された元手となる資金で、この資金を元手に預金や投資等の

運用で得た収益を活用しながら、必要に応じて積立てや取崩しを行う財産です。 

 大田原市には、平成３０年４月１日現在で２１の基金があり、その内容は以下のとおりです。    
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７　市債の状況

① 臨時財政対策債（注）

② 合併特例事業

③ 社会資本整備総合交付金事業（道路・橋りょう等）・消防施設整備事業等

④ 市道整備・那須野が原ハーモニーホール設備改修・公営住宅改修事業等

臨時財政対策債
合併特例事業

市道等

（注）

１２億円

国税収入の減少による普通交付税の財源丌足額を、それぞれの自治体が借り入れ補てんするものであり、後年度
普通交付税で全額措置されます。

　１５億６,９１０万円

４億１,７３０万円

１３億７,９５０万円

① 

臨時財政対策債 

26.3% 

③ 

社会資本整備総合交付

金事業（道路・橋りょう

等）等 

30.2% 

② 

合併特例事業 

34.4% 

④ 

市道整備等 

9.1% 

市債の状況 

元利償還金の７０％が後年度

交付税措置されます。 

 
元利償還金の２０～８０%が後

年度交付税措置されます。 

元利償還金の１００％が後年

度交付税措置されます。 

 市は、皆さんが納める税金を主な収入として、いろいろな仕事をしています。 

 そのなかで、学校や道路などは、皆さんの子どもの代まで利用できるものであり、その建設や工

事にかかるお金も、それらを利用する住民の方にも負担していただくという考えで、一部に長期の

借入れをしています。 

 この借入金を市債といい、平成３０年度は一般会計で４５億６,５９０万円で、うち１５億６,９１０万

円が合併特例事業債という、合併市町村に有利なものを予定しています。 

 平成３０年度の借入金を市民１人当たりに換算すると６万３,８０３円になりますが、国の財源丌

足を補てんするために市が借入れる臨時財政対策債１２億円を除くと（後年度、普通交付税で全

額措置されるため）、市民1人当たりの実質的な負担額は、４万７,０３５円となります。   

 庁舎復興再整備事業 

 庁舎ネットワーク整備事業           
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８　市債の残高

一般会計、特別会計の１人当たりの地方債残高見込（水道事業会計を除く）

8
9
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20
21
22
23

一般会計 

下水道事業 

農業集落排水事業 
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単位：億円 

年度 

市債の推移（年度末借入金残高） 

見込 

199  200  200  201  201  201  199  197  195  192  

621  662  694  731  770  800  834  859  893  915  
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単位：兆円 

年度 

国と地方の借入金残高の推移 国 地方 

（見込） （予算） 

 平成２９年度末の一般会計における地方債の現在高は、３１９億８,１３４万円（うち臨時財政対策

債を除くと１６２億７,２０５万円）となる見込みであり、市民１人当たりに換算した額は４４万６,９０４円

となりますが、後年度普通交付税で全額措置される臨時財政対策債の残高を除くと、実質的な市

民１人当たりの市債残高は、２２万７,３８４円となります。 

一般会計・特別会計 

の１人当たり残高計 

 

 ５９万２,４９５円 

下水道事業会計 

１３万２,２９０円 
一般会計 

４４万６,９０４円 

農業集落排水事業会計 

１万３,３０１円 
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９　公債費の状況

一般会計、特別会計の１人当たりの返済額（水道事業会計を除く）

　

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

一般会計 35.80 36.59 40.24 39.96 40.34 41.18 41.15 39.97 38.37 37.33

特会合計 12.73 9.48 9.35 9.25 13.08 9.21 9.20 9.08 9.08 9.10
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年度 

公債費の状況 

 市債は、借入年度では収入ですが、将来に渡り元金に利息をつけて返済していかなけれ

ばなりません。この市債（借入金）の返済金を公債費といいます。 

 平成３０年度の一般会計公債費は、３７億３,３１２万円で、市民１人当たりに換算した返済

額は５万２,１６６円です。  

一般会計・特別会計 

の１人当たり返済額計 

 

 ６万４,８８８円 

下水道事業会計 

１万１,１６０円 

一般会計 

５万２,１６６円 

農業集落排水事業会計 

１,５６２円 

H21からH28までは実績、H29は決算見込、H30は予算計上額です。 
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お問い合わせ先 

 

 大田原市財務部財政課財政係 

 ℡０２８７-２３-８７９７ 

 E-mail zaisei@city.ohtawara.tochigi.jp 


